
文教生活常任委員会資料
市立病院経営統括部

議案第159号
令和２年度宝塚市病院事業会計補正予算第5号

資料１　令和２年度宝塚市病院事業会計補正予算第5号の概要

１　補正予算の内容及び理由

(1)　新型コロナウイルス感染症対策関連補助金として、収益的収入において26,069千円及び

　資本的収入において39,793千円をそれぞれ増額補正します。

(2)　(1)の補助金で事業を行うため、収益的支出において689千円及び資本的支出において

　39,793千円をそれぞれ増額補正します。

(3)　新型コロナウイルス感染症の影響による医業収益減収分に関して、補正予算第3号で支援を

　 受けた補助金200,000千円の追加分として、市補助金を受け入れるため収益的収入を170,000

　千円増額補正します。

(4)　ひょうご新型コロナウイルス対策支援基金の配分金を寄附金として受け入れるため、収益的

　収入を11,750千円増額補正します。

(5)　(4)の寄附金の使途として、収益的支出において診療材料費に活用するため11,750千円増額

補正します。

(6)　マイナンバーカードを利用した健康保険証のオンライン資格確認の仕組みを整備するため、

　資本的収入において951千円及び資本的支出において7,990千円増額補正します。

２　予算の補正内容

(1)　収益的収入及び支出

収　　入 （千円）

款・項 目 節 既決予定額 補正予定額 計 備考

1 12,572,927 207,819 12,780,746

2 医 業 外 収 益 1,157,372 37,819 1,195,191

4 補 助 金 16,159 26,069 42,228

国 県 補 助 金 16,159 26,069 42,228 (※1)

5 寄 附 金 1 11,750 11,751

寄 附 金 1 11,750 11,751

ひょうご新型
コロナウイル
ス対策支援基
金

3 特 別 利 益 457,450 170,000 627,450

2 他 会 計 補 助 金 200,000 170,000 370,000

一般会計補助金 200,000 170,000 370,000
事業継続補助
金（減収分）

（※1）　帰国者・接触者外来等設備整備事業補助金　 689千円

　　　　 新型コロナウイルス感染症入院医療機関支援事業補助金 4,008千円

　　　 　新型コロナウイルス感染症対策事業（入院病床の確保） 21,372千円

病 院 事 業 収 益
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支　　出 （千円）

款・項 目 節 既決予定額 補正予定額 計 備考

1 13,569,295 12,439 13,581,734

1 医 業 費 用 13,150,995 12,439 13,163,434

2 材 料 費 3,159,006 11,750 3,170,756

診 療 材 料 費 875,045 11,750 886,795

3 経 費 2,262,645 689 2,263,334

修 繕 費 80,773 29 80,802
患者待合用プ
レハブ電気工
事費

賃 借 料 189,665 660 190,325
患者待合用プ
レハブ賃借料

(2)　資本的収入及び支出

収　　入 （千円）

款・項 目 節 既決予定額 補正予定額 計 備考

1 1,240,880 40,744 1,281,624

6 補 助 金 5,186 40,744 45,930

2 補 助 金 0 　 40,744 40,744

国 県 補 助 金 0 39,793 39,793 (※2)

そ の 他 補 助 金 0 　 951 951 (※3)

（※2）　新型コロナウイルス感染症入院医療機関等設備整備事業補助金 19,652千円

　　　　 新型コロナウイルス感染症重点医療機関等設備整備事業補助金 14,201千円

　　　 　感染症検査機関等設備整備補助事業補助金 5,940千円

（※3）　オンライン資格確認導入支援事業補助金　 951千円

支　　出 （千円）

款・項 目 節 既決予定額 補正予定額 計 備考

1 1,964,915 47,783 2,012,698

2 建 設 改 良 費 593,422 47,783 641,205

2 固定資産購入費 367,422 47,783 415,205

器 械 備 品 費 367,422 47,783 415,205

〇 器械備品費

オンライン資格確認導入費用等 7,990 千円

簡易陰圧装置 4,653 千円

人工呼吸器 14,999 千円

超音波画像診断装置 6,556 千円

血液浄化装置 6,160 千円

気管支鏡 1,485 千円

全自動遺伝子解析装置 5,940 千円

47,783 千円

資 本 的 支 出

病 院 事 業 費 用

資 本 的 収 入
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別紙　補正予算(第5号)に係る補助金概略説明

１　帰国者・接触者外来等設備整備事業補助金（帰国者・接触者外来設備整備）

　(1)　補助事業の目的

　(2)　補助事業対象経費

２　新型コロナウイルス感染症入院医療機関支援事業補助金

　(1)　補助事業の目的

　(2)　補助事業対象経費等

・12,000円／日×入院患者数（4月1日～7月31日実績分334人）＝4,008,000円

３　新型コロナウイルス感染症対策事業（入院病床の確保）

　(1)　補助事業の目的

　(2)　補助事業対象経費等

４　オンライン資格確認導入支援事業補助金　

　(1)　補助事業の目的

　(2)　補助事業対象経費等

・補助所要額　　　951,000円

５　新型コロナウイルス感染症入院医療機関等設備整備事業補助金

　(1)　補助事業の目的

　(2)　補助事業対象経費等

・電子カルテシステム（医事会計システム）改修
  医事会計システムと資格確認端末とのネットワーク整備　6,427,300円
・資格確認端末（３台）　　　　　　　　　　　　　　　　　561,990円
・資格確認端末と支払基金・国保中央会とのオンライン
　請求ネットワーク整備　　　　　　　　　　　　　　　　1,000,000円

　県が確保した、新型コロナウイルス感染症患者等の入院医療を提供する医療機関において、入院医療患
者に対する医療を提供する中で病床及び医療資器材の不足が生じ、迅速かつ適切な医療の提供ができなく
ならないようにするため、必要な病床及び医療資器材等についてあらかじめ整備し、医療体制の強化を図
る。

　新型コロナウイルス感染症患者を入院させる医療機関の初度設備を購入するために必要な経費（補助率
10/10）
　・簡易陰圧装置　　　　　　　　　　　　　　　　　4,653,000円
　・人工呼吸器　　　 　　　　　　　　　　　　　　14,998,500円

・空床確保及び休床に係る経費（補助率10/10）　[県が指定した協力医療機関]
　　（その他の病床）52,000円／日×空床数（4月1日～7月31日実績分411床）＝21,372,000円

・補助基準額　21,372,000円

・補助所要額　21,372,000円

　オンライン資格確認等の導入に向けた保険医療機関等のシステム整備に係る費用の負担に対して補助金
を交付することにより、オンライン資格確認等の推進を図ることを目的とする。

　[顔認証付きカードリーダーを3台導入する場合]の費用補助　951,000円を上限に補助（補助率1/2）

　県内における新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、入院治療を行うことのできる医療機関を
確保するため、新型コロナウイルス感染症患者及び疑似症患者の入院治療を実施する医療機関に対して、
予算の範囲内において、運営費の一部を支援する。

・補助基準額　4,008,000円

・補助所要額　4,008,000円

（補助率　定額）

　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に対する法律等に基づき新型コロナウイルス感染症患者等
の入院病床を確保する。

　「新型コロナウイルス感染症に対応した医療体制について」（㋿2年2月1日付厚労省事務連絡）に基づ
き設置した帰国者・接触者外来及び感染症専用の外来部門に対して、感染予防に係る臨時外来の運営費を
補助することにより、医療体制を整備し、新型コロナウイルス感染症の次の波に備えた感染・まん延の防
止を図る。

・患者待合用プレハブ賃借料（㋿2年8月6日～㋿3年3月31日）　　660,000円
・電気工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28,600円

（補助率10/10）
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６　新型コロナウイルス感染症重点医療機関等設備整備事業補助金

　(1)　補助事業の目的

　(2)　補助事業対象経費等

　高度医療向け設備を購入するために必要な経費（補助率10/10）

７　感染症検査機関等設備整備補助事業補助金

　(1)　補助事業の目的

　(2)　補助事業対象経費等

　・全自動遺伝子解析装置　　　　　　　　　　　　5,940,000円

　新型コロナウイルス感染症の検査を実施する機関に、PCR検査にかかる設備整備費の補助を行い、検査
可能検体数の拡大による検査体制の充実を図る。

　新型コロナウイルス感染症のPCR検査等に必要な設備を整備するために必要な経費（補助率10/10）

　重点医療機関及び協力医療機関において、新型コロナウイルス感染症患者に高度かつ適切な医療を提供
するために必要な設備整備を支援することにより、新型コロナウイルス感染症に係る医療提供体制を整備
する。

　・超音波画像診断装置（接続費2,222,000円含む）　6,556,000円
　・血液浄化装置　　　　　　　　　　　　　　　　 6,160,000円
　・気管支鏡　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,485,000円
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